
居宅サービス重要事項説明書 
（令和７年４月１日現在） 

１ 事業の目的と運営方針 

   要介護状態等にある方に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行います。    

利用者の人権を尊重し、社会的孤独感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るため、適切な居宅サービス（短期入所生活介護、通所介

護、訪問介護）を提供することにより、要介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定し

て計画的にサービスを提供します。また、関係市町村、地域の保護・医療・福祉サービスと

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

２ 居宅サービス施設の概要 

 （１）提供できるサービスの種類 

事業所名 短期入所生活介護（特別養護老人ホーム サンビレッジ宇治田原） 

通所介護    （宇治田原町デイサービスセンター） 

訪問介護    （宇治田原町在宅介護支援センター） 

介護保険指定番号 京都府指定 ２６７１３０００５７ 

所在地 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字砂川１１５番地の１ 

管理者の氏名 青山 公紀 

電話番号 ０７７４－８８－５３１１ ＦＡＸ番号 ０７７４－８８－５７８７ 

サービスを提供する地域 宇治田原町全域 

    

 （２）事業所の職員体制（介護給付･介護予防給付含む） 

  ◇短期入所生活介護（サンビレッジ宇治田原）〔特別養護老人ホームの職員と兼務〕 

専従 兼務 専従 兼務

管理者 １名 １名 総括

医師 １名 内科、外科 １名 健康管理

生活相談員 ２名 介護福祉士 ２名 相談・介護援助

栄養士 １名 管理栄養士 １名 栄養管理

介護支援専門員 ２名 介護支援専門員 ２名 サービス計画等 生活相談員と兼務

うち2名機能訓練指導員と兼務

介護福祉士 １6名 1名 介護業務

初任者研修等修了者 ２名 ２名   〃

介助員 ２名 １名 １名 清掃業務

事務員 ２名 ２名 事務全般

備考

看護職員 ４名

介護職員 ２３名

常勤 非常勤
資格職種 業務内容

健康管理
機能訓練

看護師 ３名 １名
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◇通所介護職員体制（宇治田原町デイサービスセンター） 

専従 兼務 専従 兼務

管理者 １名 １名 総括

生活相談員 ２名
介護福祉士
介護支援専門員

１名 １名 相談・介護援助 内１名介護職員兼務

看護職員 ２名 看護師 ２名 健康管理

介護福祉士 ２名 １名 ３名 介護業務
初任者又は実務者研修修了者 ２名 １名   〃

その他 ２名   〃

機能訓練指導員 １名 理学療法士 １名 機能訓練

介助員 ４名 ４名 清掃・送迎業務

事務員 ２名 ２名 事務全般

備考

介護職員 11名

常勤 非常勤
資格職種 業務内容

 

 ◇訪問介護職員体制（宇治田原町在宅介護支援センター） 

専従 兼務 専従 兼務

管理者 １名 １名 総括

サービス提供責任者 ２名 介護福祉士 ２名 運営管理・介護業務 訪問介護員と兼務

介護福祉士 ３名 介護業務
介護職員初任者研修修了者 １名 １名 １名   〃

事務員 １名 １名 事務全般

非常勤
業務内容 備考

訪問介護員 ６名

職種 資格
常勤

 

  

（３）各事業所の設備の概要（介護給付・介護予防給付含む） 

  ◇短期入所生活介護（食堂、浴室等は特別養護老人ホームサンビレッジ宇治田原と兼用） 

定 員  １２名 静養室 １室  １床 

居 室 

４人部屋 ２室（１室 43.24 ㎡） 医務室 ２室 

個室 A １室（１室 21.62 ㎡） 食堂 １室 （１室 89.43 ㎡） 

個室 B ３室（１室 22.99 ㎡） 機能訓練室 １室 （１室 89.43 ㎡） 

浴 室 一般浴槽と特殊浴槽 面談室 １室 （１室 19.87 ㎡） 

   

◇通所介護 

定員 ３０人  

食堂兼デイスペース １室（１室 149.06 ㎡） 相談室 １室 （１室 4.80 ㎡） 

機能訓練室 １室（１室 59.62 ㎡） 休憩室 １室 （１室 39.26 ㎡） 

事務室 １室（１室 29.81 ㎡） 作業場 １室 （１室 14.91 ㎡） 

浴 室 一般浴槽と特殊浴槽 送迎車 ６台 

 

◇訪問介護 

   事務室 １室（19.88 ㎡） 

訪問車 （軽ワゴン）  ３台 
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３ サービスの内容 

 ◇短期入所生活介護 

① 施設サービス計画の立案    ⑥健康管理 

② 食事（朝食 7:30～8:30、昼食 11:30～12:30、夕食 17:30～18:30）      ⑦生活相談、援助 

  ③入浴 週２回以上（毎週日曜日および 12/30～1/3までを除く） ⑧送迎 

  ④介護    日常生活介護    ⑨レクリエーション等 

  ⑤機能訓練  日常動作訓練 

 ◇通所介護（営業時間：8:30～17:00 月～土曜日 ただし 12 月 31 日～1 月 3 日までを除く） 

  ①生活指導                ⑥送迎 

②機能訓練                ⑦食事（昼食 12:00～13:00） 

③排泄介助                ⑧入浴 一般浴、特殊浴又は清拭 

④介護指導等               ⑨レクリエーション 

  ⑤健康チェック  

◇訪問介護（営業時間：8:30～17:00 月～土曜日 ただし 12 月 31 日～1 月 3 日までを除く） 

  ①身体介護中心（食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・体位交換 等） 

  ②生活援助中心（買い物・調理・掃除・洗濯 等） 

  ③介護相談 

 

４ 利用料金 

 ◇短期入所生活介護 

  ①介護給付費単位数 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

日

額 

多 床 室 603 単位 672 単位 745 単位 815 単位 884 単位 

従来型個室 603 単位 672 単位 745 単位 815 単位 884 単位 

   （１）送迎加算          片道１回につき 184 単位 

   （２）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      日額 22 単位 

   （３）緊急短期入所受入加算         日額 90 単位 

   ＊居宅サービス計画に計画されていない緊急的な受け入れであること 

   （４）若年性認知症利用者受入加算         日額 120 単位 

   （５）認知症行動・心理症状緊急対応加算    日額 200 単位 

＊利用日数に介護給付費単位数並びに各加算単位数を乗じた合計単位数に宇治田原町の１

単位当たりの単価（１０円）を乗じた金額の１割が利用者負担額（一定以上の所得があ

る６５歳以上の利用者は２割もしくは３割）となる。 

   （６）介護職員処遇改善加算   14.0%（1 ヶ月の総単位に 14.0%乗じた単位数を加算） 

＊利用日数に介護給付費単位数並びに各加算単位数を乗じた合計単位数に、14.0%を乗じて、

宇治田原町の１単位当たりの単価（１０円）を乗じた金額の１割が利用者負担額（一定以

上の所得がある６５歳以上の利用者は２割もしくは３割）となる。 

②滞在費 多床室（光熱水費相当）         日額  915 円 

       従来型個室（室料・光熱水費相当）    日額 1,231 円 

ただし、低所得者には減額措置がある。 

③ 食 費（食材料費・調理費相当）       朝食 280 円 昼食 770 円 夕食 550 円 

   ただし、低所得者には減額措置がある。 

 

 －３－ 



介護保険給付対象外サービス 

（１）事業実施区域外の送迎  片道 1 回につき   500 円 

      事業実施区域：京都府綴喜郡宇治田原町 

   （２）教養娯楽、レクリエーション行事の提供に伴う費用 実費 

   （３）理美容サービス                 実費 

   （４）その他短期入所生活介護の提供にあたって通常必要となる、日常生活上の便宜の提

供に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当を認められる費用 

       

 ◇通所介護 

  介護給付費単位数（７時間以上８時間未満） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

日額 658 単位 777 単位 900 単位 1,023 単位 1,148 単位 

  

 介護給付費単位数（４時間以上５時間未満） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

日額 388 単位 444 単位 502 単位 560 単位 617 単位 

（１）入浴介助加算Ⅰ             40 単位 

   （２）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  日額 22 単位 

   （３）中重度ケア体制加算        日額 45 単位 

   （４）認知症加算            日額 60 単位 

   ＊対象者は日常生活自立度Ⅲ以上の利用者で、研修修了者が勤務にあたる日のみ算定。 

   （５）若年性認知症利用者受入加算    日額 60 単位 

（６）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5％ 

＊利用日数に介護給付費単位数並びに各加算単位数を乗じた合計単位数に宇治田原町の

１単位当たりの単価（１０円）を乗じた金額の１割が利用者負担額（一定以上の所得が

ある６５歳以上の利用者は２割もしくは３割）となる。 

（７）介護職員処遇改善加算   9.2％（1 ヶ月の総単位に 9.2%乗じた単位数を加算） 

＊利用日数に介護給付費単位数並びに各加算単位数を乗じた合計単位数に、9.2%を乗じ

て、宇治田原町の１単位当たりの単価（１０円）を乗じた金額の１割が利用者負担額（一

定以上の所得がある６５歳以上の利用者は２割もしくは３割）となる。 

 

介護保険給付対象外サービス 

   （１）食費（昼食）等 770 円（食材料費 408 円、調理費相当 302 円、おやつ 60 円） 

       ＊４時間以上５時間未満ご利用の場合は 710 円（おやつ代無し） 

＊当日キャンセルの場合は、昼食代金として 710 円お支払いしていただきます。 

   （２）事業実施区域外の送迎  片道 1 回につき    500 円 

      事業実施区域：京都府綴喜郡宇治田原町 

   （３）複写物の交付                  50 円／枚 

   （４）日常生活上必要物品費（おむつ代等）       実費 

 

◇訪問介護サービス費 

   介護給付費単位数 
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所要時間 身体介護中心  

20 分以上 244 単位  

30 分以上 1 時間未満 387 単位  

1 時間以上（基本額） 567 単位  

1 時間から計算して 30 分増す毎に加算 82 単位  

 

所要時間 生活援助中心 

20 分以上 45 分未満 179 単位 

45 分以上 220 単位 

（１）緊急時訪問介護加算         １回  100 単位 

＊居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護であり、利用者またはその家族等の要

請から 24 時間以内に行ったもの。 

（２）特別地域訪問介護加算              15％ 

   （３）初回加算              月額  200 単位 

   （４）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  5％ 

＊利用回数に介護給付費単位数並びに加算単位数を乗じた合計単位数に宇治田原町の１単

位当たりの単価（１０円）を乗じた金額の１割が利用者負担額（一定以上の所得がある

６５歳以上の利用者は２割もしくは３割）となる。 

（５）介護職員処遇改善加算  24.5%（1 ヶ月の総単位に 24.5%乗じた単位数を加算） 

＊利用回数に介護給付費単位数並びに加算単位数を乗じた合計単位数に、24.5%を乗じて、

宇治田原町の１単位当たりの単価（１０円）を乗じた金額の１割が利用者負担額（一定以

上の所得がある６５歳以上の利用者は２割もしくは３割）となる。 

※同時に２人の訪問介護員が１人の利用者の介護を行ったとき 100 分の 200 の算定 

   （６）特定事業所加算（Ⅱ）  10%（1 ヵ月の所定の単位数に 10%乗じた単位数を加算） 

 ＊通常の事業実施地域（京都府綴喜郡宇治田原町）を超えて行う指定訪問介護に要した交通

費はその実費を徴収します。なお、自動車使用の場合の交通費は以下の額を徴収します。 

  通常の事業実施区域を超えた地点から、片道１０ｋｍ未満 ３００円 

  通常の事業実施区域を超えた地点から、片道１０ｋｍ以上 ５００円 

◇端数の関係で利用料が若干変わることがあります。 

 ◇国において介護報酬の改定があった場合は事前に説明させていただきます。 

 ◇サービス提供に関するキャンセルにつきましては、必ず事前に施設へ連絡お願いします。 

なお訪問時に連絡なく不在の場合は、電話にて連絡を取らせていただきます。その際、１５

分以内に戻られる場合は、予定時間までサービス提供いたしますが、万が一連絡がつかず、

１５分以上戻られない場合はキャンセル料として１,０００円徴収させていたただきます。 

◇利用料金の支払方法 

  月単位で請求書を送付しますので、施設へ持参していただくか銀行口座に振込でください。 

 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、利用料金全額をいったんお支払いいただ 

きます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻 

されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなりま 

す。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載し

た「サービス提供証明書」を交付します。 
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５ 入所・居宅サービスの利用方法 

 ◇短期入所生活介護サービス 

まずは、電話等でお申し込みください。居室に空きがあればご入所いただけます。 

   ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に担当の介護支援専門員とご相談

ください。 

 ◇通所介護・訪問介護サービス 

   居宅サービス計画に基づきサービスを利用していただきます、居宅介護支援契約を締結し

てください。なお、緊急の場合は各事業所又は介護支援専門員に相談して下さい。 

 

６ 利用の中止、変更、追加 

 ◇利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更若しくは新たな 

  サービスの利用を追加することができます。この場合にはサービス実施日の２４時間前 

までに事業者にお申し出ください。 

 ◇サービスの利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する

期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時又は他の居宅サービス事業者を利

用者に提示して協議します。 

 

７ サービス提供に当たっての事業所の方針 

 ◇サービスの提供に当たって、サービス利用者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者 

  の勤務体制その他利用者のサービスの選択に視すると認められる重要事項を記した文書を

交付し説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ます。 

 ◇個別サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者に有する能力、その置か

れている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した 

  日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握をして行きます。 

 ◇個別サービス計画に基づき、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、 

  利用者の心身の状況等に応じて、処遇を妥当適切に行います。また、利用者及びその家族等

の求めがあった場合、サービス提供記録を開示させていただきます。 

◇事業の提供にあたっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行

うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

◇自らその提供する施設・居宅サービスの質の評価を行うものとします。 

 

８ サービス利用に当たっての留意事項 

（１）利用者の確認 

 ◇被保険者証の提示（被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間の確認） 

 ◇健康診断書の提出（利用者の健康確認） 

（２）サービス利用の留意事項 

 ◇予定した利用日に利用できない場合は、事前に連絡してください。 

 ◇送迎時には、必ず家族が在宅していてください。 

 ◇利用者又はその家族は、体調の変化があった際には送迎職員等に連絡ください。 

◇持ち物にはすべて氏名を記入してください。 

 ◇利用にあたっては通所または短期入所生活上の日課、ルールを守り、介護職員の指示に従っ

てください。また介護上特に問題のある場合は必ず連絡してください。 

◇事業所内での金銭及び食物等のやりとりはご遠慮ください。 
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◇従業者に対する贈物や飲食のもてなしはお受けできません。 

◇利用中に事業所内の物品を破損したときは、弁償していただく場合がございます。 

 

９ 個人情報の保護 

 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では 

原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合 

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書に

より得るものとします。 

 

１０ 虐待の防止 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる

取組みを行います。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を３月に１回以上に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図

っています。 

（２）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 

（５）施設は、サービス提供中に、当該施設職員又は養護者（入所者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報します。 

 

１１ 身体拘束 

事業者は、原則として利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。

ただし、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の

内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録

等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行うことがあります。 

また身体的拘束等の適正化を図るため、対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の職員に周知徹底を図ります。 

 

１２ 緊急時の対応（２４時間対応） 

  事業者はサービス提供中に利用者の容態に変化等があった時には、管理者に報告し、その指

示により各担当が家族、主治医、行政、居宅介護支援事業者等に連絡し、場合によっては救急

車を要請するなど迅速に対応します。 

主治医 主治医氏名  

連 絡 先  

家 族 氏   名               （続 柄） 

連 絡 先  

氏   名               （続 柄） 

連 絡 先  
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また当施設では下記の医療機関に協力をいただき、速やかに対応をお願いしております。 

指定協力医療機関として、 

医療法人社団どろんこ会 山口医院 

住所 京都府綴喜郡宇治田原町銘城台７－１   電話 ０７７４－８８－５８８９ 

 

社会福祉法人あじろぎ会 宇治病院  

住所 宇治市 五ケ庄芝ノ東 ５４－２      電話 ０７７４－３２－６０００ 

  

  上記以外にも協力医療機関として 

医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 

住所 京都府宇治市槙島町石橋１４５      電話 ０７７４－２０－１１１１ 

 

社会医療法人岡本病院 京都岡本記念病院 

住所 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１００  電話 ０７７４－４８－５５００ 

 

医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院 

住所 京都府京田辺市田辺中央６丁目１番地６  電話 ０７７４－６３－１１１１  

に対応をお願いしております。 

 

１３ 事故発生時の対応 

事業者は、サービス提供中に事故が発生した時には、管理者に報告し、その指示により家族、

主治医、行政、居宅介護支援事業者等に連絡し、場合によっては救急車を要請するなど迅速に対

応するものとします。 

 また状況に応じて、関係機関先へ事故報告を速やかに行い、施設内にて事故再発防止のための

対策に取り組みます。 

 

１４ 非常災害対策 

 災害の対応   緊急防災連絡体制・職員の体制・関係機関の協力体制整備有り 

 防災設備    緊急防災設備・消火設備・スプリンクラー設備有り 

 防災訓練    年２回以上 

防火責任者   岡 剣 

 

１５ 衛生管理等 

（１） 利用者の使用する食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に 

めます。また、衛生上必要な取り組みを行うとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行 

います。 

（２）施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次に掲げ

る取組みを行います。 

①施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、

その結果について職員に周知徹底を図ります。 

②施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

④ 施設において職員に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に 
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実施します。 

 

１６．ハラスメントの防止対策 

 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハ

ラスメントの防止に向け取組みます。 

（１） 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な 

範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は当該法人職員、取引先事業者の方、ご入所者及びその家族等が対象となります。 

（２）ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなど基に即座に対応し、ハラスメント対

策委員会等により同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

 （３）職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修など実施します。また

定期的に介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

 （４）ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善

に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１７ サービスに関する苦情等 

 当施設のサービスについて、相談、苦情等ございましたら、サービス利用者相談・苦情担当者

までお気軽にご相談下さい。苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦

情申出人は第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。また、ご意見箱での受付も致

しておりますのでご利用ください。 

（１）サービス利用者相談・苦情担当  

   担 当  相談・苦情係  山川 勝也 

   電 話  ０７７４－８８－５３１１ 又は ０７７４－８８－５７８４ 

   ＦＡＸ  ０７７４－８８－５７８７ 

   

お受けした苦情は迅速かつ適切に対応し、必要な措置を講じ、報告させていただきます。 

   苦情処理第三者委員  矢野 幸次   ０７７４－８８－３２９４ 

     〃        谷川 ヤスエ  ０７７４－８８－３５３３ 

 

（２）その他 

 当施設以外に、下記の相談、苦情窓口等に苦情を申し出ることができます。 

① 宇治田原町 

 担当部署 福祉課 

  電話   ０７７４－８８－６６３５   ＦＡＸ  ０７７４－８８－３２３１ 

② 京都府国民健康保険団体連合会 

  担当部署 介護保険課 介護管理係 相談担当 

電話   ０７５－３５４－９０５１   苦情相談専門  ０７５－３５４－９０９０ 

  ＦＡＸ  ０７５－３５４－９０５５ 
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１８ 業務継続計画の策定等 

（１）事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

 

１９ 地域との連携等 

 事業所は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して、

指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問

介護の提供を行うよう努めるものとする。 

 

２０ 当施設の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 長楽会 （京都府指定 ２６７１３０００５７） 

代表者役職・氏名 理事長  山川 淑恵 

本部所在地 

電話番号 

京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字砂川１１５番地の１ 

０７７４－８８－５３１１ 

定款に定めた事業 １ 第１種社会福祉事業 

  特別養護老人ホームの経営 

  軽費老人ホーム（ケアハウス）の経営 

２ 第２種社会福祉事業 

  老人短期入所事業の経営 

  老人デイサービス事業の経営 

  老人居宅介護等事業の経営 

  障害者福祉サービス事業の経営 

  老人介護支援センターの経営 

３ 公益を目的とする事業 

   居宅介護支援事業 

施設・拠点等 介護老人福祉施設     １ヶ所     定員５８人 

短期入所生活介護事業所  １ヶ所     定員１２人 

通所介護事業所      １ヶ所     定員３０人 

訪問介護         １ヶ所     

居宅介護支援       １ヶ所 

ケアハウス        １ヶ所     定員１５人 

 

２１ 第三者評価受診 

 当施設は、令和７年４月１日現在、第三者評価を受診しておりません。 
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令和   年   月   日 

 

 居宅サービスに当たり、利用者に対して本書面に基づいて、重要事項を説明し交付しました。 

 

   事業者 

    住所  京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字砂川１１５番地の１ 

    氏名  社会福祉法人 長楽会 

               理事長  山川 淑恵       印 

 

   説明者 

    所属  生活相談係 

    氏名                          印 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から、居宅サービスについての重要事項の説明を 

受け、同意し、交付を受けました。 

令和   年   月   日 

 

   利用者 

    住所 

 

    氏名                          印 

 

 （代理人） 

   住所 

 

   氏名                          印 

 

                   （続柄          ） 
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同    意    書 

 

 私と貴事業所との間で、令和   年   月   日に締結した、居宅サービス利用に関す 

 

る契約書第１１条の秘密保持に関し、サービス担当者会議等において、私及び私の家族の個人 

 

情報を、契約の有効期間中用いることに同意します。 

 

 

 

  令和   年   月   日 

 

 

         利用者 

          住所 

 

          氏名                        印 

 

 

         家族 

          住所 

 

          氏名                        印 

 

                       （続柄          ） 

 

 

         家族 

          住所 

 

          氏名                        印 

 

                   （続柄          ） 

 

 

        （利用者代理人） 

          住所 

 

          氏名                        印 

 

                       （続柄          ） 
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